
多面的機能支払交付金の概要

農林水産省 中国四国農政局
農地整備課 多面的機能支払推進室

このロゴマークは、地域協働の心、農地・
水の情景に彩られた多面体が農業農村の
多面的機能をあらわし、それを地域の共同
活動の手が守っているというデザインです
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１ 多面的機能支払の今期対策について
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【令和７年度予算額 50,048（48,589）百万円】
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※青枠はR7年度拡充等項目
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多面的機能支払の第３期（R7～R11）対策について
○ 人口減少や高齢化に伴い事務作業や活動の継続が困難となることに対応するため、これまでも活動組織の広域化、地域への外部人材の呼込み、
事務負担の軽減等に取り組んできたところであるが、今後、更に現状の課題に対応していくため、今期においては、引き続き広域化の推進や事務
負担の軽減に取り組むとともに、活動組織の体制強化に向けて、活動組織と外部団体等とのマッチングの仕組みの構築に取り組む。

〇 環境負荷低減に係る取組については、これまで環境保全型農業直接支払で支援してきたが、地域でまとまりをもって取り組むことで効率的かつ
効果的に推進されることが期待される取組（長期中干し、冬期湛水等）については、令和７年度から多面的機能支払で支援する。

○ 国、県、市町村による集落の共同活動への支援等を強化○ 多面的機能支払の事務の省力化、組織体制の強化を図るため、
活動組織の広域化等を一層推進
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○ 活動組織の広域化と活動支援班の設置による体制強化を促進するため、広域活動組織の設立と活動支援班の設置を併せて行う場
合に、40万円/組織を支援するもの。

１ 活動支援班の定義

・複数の集落で構成される広域活動組織において、活動組織内
の集落をまたいで共同活動を支援することを目的として設置さ
れる作業チーム。

・活動支援班加算を申請する年度に、広域活動組織※を新
たに設立し、併せて活動支援班を設置すること。

※広域活動組織は、旧市区町村区域等の広域エリアにおいて、集落又は活動
組織及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保
全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立するもの。

・活動支援班のメンバーは、活動組織の構成員であり、複数
人で構成されていること。

２ 加算措置の要件

３ 加算単価

注）既に広域活動組織を設置している場合は、本加算の対象外。ただし、
多面的機能の増進を図る活動「広域活動組織における活動支援班による
活動の実施」は対象となる。

加算単価区分

40万円/組織
広域活動組織の設立及び
活動支援班の設置
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組織の体制強化への支援（活動支援班加算）【R7拡充等①】



○ 環境負荷低減の取組を促進するため、これまで環境保全型農業直接支払交付金において支援してきた長期中干し等の水管理を伴
う取組への支援については、地域でまとまりをもって取り組むことで効率的かつ効果的に推進されることが期待できることから、資源向上
支払の加算措置(みどり加算)として支援するもの。

１ 加算対象となる取組

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから原
則として５割以上低減する取組と環境負荷低減の取組と組み合
わせて行うもの。

① 対象取組について、環境負荷低減の取組の取組要件を
満たすこと（毎年度実施）。
・長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延期、江の設置等※

※R6年度まで環境保全型農業直接支払交付金の地域特認取組によって魚類
保護の取組を行っていた都道府県においては、江の設置等（作溝未実施）として
当該取組を実施することを可能とする。

② 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベ
ルから原則として５割以上低減する取組と組み合わせて行
うこと（毎年度実施）。
・主作物について、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行
レベルから原則として５割以上低減する取組。

③ 取組ごとに２年目以降の取組面積が初年度の取組面積
を下回らず、終了年度の取組面積が初年度の取組面積を
上回ること。
・加算対象面積の考え方は、本加算の実施面積（畦畔及び法面面積
を含めない）を加算対象面積（a単位）とする。

２ 加算措置の要件

３ 加算単価

注1）同一ほ場で複数
の取組を実施した場
合においても、受けら
れる加算は１つの取
組分のみとなる。

注2）R7年度から５年
間以上実施した地区
は、単価に0.75を乗じ
た額になる。

加算対象面積 ＝
本加算の実施面積

（畦畔及び法面面
積を含めない）

資源向上（共同）の対象農用地

加算単価区分

８００長期中干し

４,０００冬季湛水

８,０００夏季湛水

３,０００中干し延期

４,０００江の設置（作溝実施）

３,０００江の設置（作溝未実施）

（円/10a）

化学肥料と化学合成農薬を原則５割以上低減する取組

＋

長期中干し 冬季湛水 江の設置 等
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環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）【R7拡充等②】



多面的機能の更なる増進への支援項目の追加【R7拡充等③】

〇地域の創意工夫に基づき、以下のａ～ｊから選択した活動と、ｋの広報活動
を毎年度実施※１、２します。

〇令和７年度より、ｈとiを新たに追加します。

※１ 直ちにa～ｊのいずれかの活動に取り組めない地区については、資源向上支払（共同）の
交付単価は基本単価に5/6を乗じた額になります。

※２ 対象農用地に中山間地域等が含まれる場合は、ｋの広報活動の実施を任意としていま
す。

b：鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の
強化

a：遊休農地の有効活用

d：防災・減災力の強化c：地域住民による直営施工

f  : やすらぎ・福祉及び教育機能の活用e：農村環境保全活動の幅広い展開

h：水管理を通じた環境負荷低減活動の強
化

g：農村文化の伝承を通じた農村コミュニ
ティの強化

ｉ：広域活動組織における活動支援班※

による活動の実施

ｊ：a～ｉのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動とすることとした活
動

ｋ：広報活動・農的関係人口の拡大

北海道都府県

320400田

80240畑

2040草地

※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間
以上実施、または長寿命化のための活動に取
り組む地区は加算単価に0.75を乗じた額になり
ます。
※加算措置の適用期間は、本加算措置を受け
た年度から、当該活動期間の最終年度までに
限ります。

i：広域活動組織における活動支援班の設置及び活動の実施

h：水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

〇多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる活動組織が、新たに活

動項目を選択し、１活動項目以上追加する場合又は初めて多面的機能の

増進を図る活動に取り組む組織が２活動項目以上選択して取り組む場合、

資源向上支払（共同）に単価の加算を行います。

〇要件

〇必要な手続、確認方法

〇要件

〇必要な手続、確認方法
ほかの増進項目と同様に、活動記録をもとに確認します。

環境負荷低減の取組（長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、江
の設置、中干し期間の延長）をほかの増進項目と同様に、活動組
織内で決めた農地において実施すれば、増進活動としてみなされま
す。増進活動については、化学肥料・化学合成農薬を都道府県の
慣行レベルから原則５割以上低減する取組の要件や、取組面積の
拡大についての要件、長期中干しにおける溝切の実施の要件、一
ほ場一取組の制限はありません。

広域活動組織において、活動支援班が設置されており、その活
動支援班が広域活動組織内の集落をまたいで活動を実施してい
る場合、要件を満たしているとみなされます。

活動計画を提出する際に、活動支援班の構成員名簿を併せて提
出いただく必要があります。（申請後に設置した場合は、申請した年
度の報告時に設置したことが分かる書類を提出）
また、活動支援班の活動実績については、活動記録の備考欄に記
載する必要があり、それをもとに活動の有無を確認します。

多面的機能の増進を図る活動

〇活動記録（修正案）
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資源向上支払（長寿命化）の交付単価【R7拡充等④】

現行 広域活動組織の規模を満たす、または直営施工を実施する場合以外は、
基本単価に５/６を乗じる

改正 直営施工を実施しない場合は、基本単価に５/６を乗じる（経過措置※あり）

広域活動組織の規模
を満たす

広域活動組織の規模
を満たさず

フル単価5/6単価直営施工なし

フル単価フル単価直営施工あり

〇 多面的機能支払交付金の長寿命化対策については、これまで、
・ 活動組織の広域化による効率的な長寿命化対策
・ 経費削減が可能である多様な主体の参画による直営施工
を促すため、「広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない場合は、資源向上支払（長寿命化）
の基本単価に5/6を乗じる」こととしていました。

〇一方、長寿命化対策の支出に占める外注費は高い水準となっており、限られた予算の中でより多くの長寿命化対
策を進めるためにも、外注する場合と比較して安価に実施できる直営施工を更に推進するべく、令和７年度からは、
活動組織の規模に関わらず、「直営施工を実施しない場合は、基本単価に5/6を乗じる」こととしました。

5/6単価直営施工なし

フル単価直営施工あり

※新たな活動期間から適用（現行の活動期間中は現行の単価）



事務負担の軽減に向け、順次、様式の簡素化及び様式の入力負担の軽減を図ることとしており、令和７年度には、
様式の入力欄の簡素化、中山間地域等直接支払との活動記録及び金銭出納簿の共通化、入力を容易にする工夫や入
力ミスを防ぐための工夫等の入力負担の軽減を措置。

○ 事務の効率化に向け、多面的機能支払制度と中山間地域等直接支払制度の両支払に取り組む地域における事務局の一元
化や事務手続の簡素化、デジタル技術の活用等を推進。

11

事務手続きの簡素化

① 様式の簡素化

② 中山間直接支払との様式の共通化

③ 様式の入力負担の軽減

住所の記入欄の削除、活動計画の記入欄の簡素化、開始時間と活動区分の記入欄の削除等

活動記録と金銭出納簿の共通化

数式等の変更防止（入力制限の設定）、備考欄の記入ルールの変更

令和７年度の制度改正に合わせて、以下の事務負担を軽減

事務負担の軽減に向けた取組【R7拡充等⑤】
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多面的機能支払交付金を活用した災害復旧への支援【R7拡充等⑥】



○ 外部団体等とのマッチングの仕組みについて、人口減少・高齢化に伴い、共同活動の継続に支障を来すおそれがある
中山間地域等を中心に、活動組織の体制強化に向けて、県単位で活動組織と外部団体等とのマッチングの仕組みの構築
に取り組むこととしています。

○ 既存のマッチングの取組事例は、主に、都道府県が調整役となり、調整役が外部団体等と地域を仲介する①「調整役配
 置型」と支援希望者の情報をHPに掲載し、外部団体等が支援の希望を直接募集者に申し出る②「HP掲載型」があります。

○ 国営土地改良事業における入札加点評価制度について、地域への外部人材の呼込みを推進する取組の一環として、
令和７年４月１日から、国営土地改良事業の工事・業務の総合評価落札方式等において、多面的機能支払の共同活動
への参加実績を新たに評価対象としています。

○中国四国地方のマッチングの取組事例

公益財団法人ふるさと島根定住財団
「しまっち 」

徳島県
「とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業」
・①調整役配置型の事例
・過年度より多面活動に限らず、広くマッチン
グに取組まれているポータルサイト
広島県多面的機能支払協議会

「ひろしま・まちむらねっと」
山口県日本型直接支払い推進協議会

「お結び掲示板」
・ ②HP掲載型の事例
・ 今年度推進協議会のHPをリニューアルして、
ポータルサイトを設置

○建設企業等の共同活動への参加について
（新たな入札加点評価制度の概要）

《評価対象》
対象工事 予定価格が２億７千万円未満の工事
対象業務 地域要件をかけた測量業務、調査業務、用地業務等
※想定される企業…地元に精通した建設会社や建設コンサルタント等

《評価内容》
多面的機能支払交付金の活動組織の構成員として行う継続的な活動
実績の評価（企業評価として１～３点を評価）
・活動組織の保全管理する区域が地域振興立法８法及び棚田地域振
興法のいずれかに該当する活動組織との連携に限る
・２か年以上、継続的に活動を行った場合に評価
・企業として活動組織の構成員となる、もしくは活動組織と協定を
締結し、活動組織から活動実績の証明を受けている場合に評価
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多様な人材の参画に向けた取組について【R7拡充等⑦】



中国四国地方のマッチングサイト事例（①調整役配置型）

14

公益財団法人ふるさと島根定住財団HP・しまっち 
https://shi-match.jp/

徳島県HP・とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業
https://www.tokushima-nousangyoson.net/ouen/
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中国四国地方のマッチングサイト事例（②HP掲載型）
山口県日本型直接支払推進協議会HP・お結び掲示板
https://tamenteki-yamaguchi.jp/matching/

広島県多面的機能支払協議会HP・ひろしま・まちむらねっと
https://hdn.or.jp/nouchi/recruitment.html
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活動組織の皆様へ

建設企業等の共同活動への参加について
〇多面的機能支払においては、人口減少・高齢化に伴い、活動の継続が
困難となっていることから、活動組織の体制強化に向けて、地域への外部
人材の呼込みなどを推進していくこととしています。

〇今般、この取組の一環として、農林水産省が行う国営土地改良事業の
工事及び業務に参加しようとする建設企業等に、多面的機能支払の活動
組織の活動への参加を促す取組をスタートします。

〇今後、建設企業等から、共同活動へ参加したいとの申し出がありましたら、
是非、前向きに連携を御検討ください。

〇なお、建設企業等との調整の中で、何か御不明な点などありましたら、
最寄りの地方農政局等にお問い合わせください。



２ 活動内容の参考資料について
～手引き等のご紹介～

17



こちらから

18

ホームページのご紹介

（農林水産省多面的機能支払交付金HP）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
（中国四国農政局多面的機能支払交付金HP）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

「令和７年度改正のポイント」 「共同活動の安全のしおり」

「活動組織の広域化推進の手引き」 「直営施工のすすめ」
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直営施工のすすめ（直営施工のメリット及び施工事例）詳細は農水省HP「直営施工のすすめ」をご参照ください。



共同活動を実施しようとしても、なかなか人が集まらない。
組織のリーダーや役員のなり手がいない。
組織内の特定の人に事務処理等の負担が集中している。
人を呼び込むイベントなど新しい活動をしたいが、自分たちだけではできそうにない。

その課題、広域化で解決できるかもしれません

活動組織の広域化のすすめ

広域化による効果（例） ～優良事例より～

他集落の活動を参考に、新たな活動
に取り組む集落が増加したり、集落の
垣根を超えた取組が展開された。
広域活動組織に参加する形で、新た
に活動を開始する地域が出てきた。
集落間の協力体制及び資機材の融
通体制の構築や集落間の情報交換
の活発化により、地域全体の作業効
率・能率が向上した。
対象施設の保全管理の役割分担を
再設定するきっかけとなった。

事務作業の負担が減り、活動に集中できるようになった。
資材や物品の購入等をまとめて行うことで、経費を節減できた。

集落間の予算の融通が可能となり、地域全体で交付金をより
有効に活用できるようになった。
広域体制下で確保できたまとまった予算で、地域全体で計画的
かつ効率的に長寿命化工事を実施できるようになった。
事務局が中山間地域等直接支払交付金の事務作業も受託
することにより、各制度への理解が深まり、各交付金をより有効
に活用できるようになった。

集落間のつながりにより、活動を続けられます

事務負担の軽減や経費の節減につながります

地域全体で交付金をより有効に使えます

補修技術を持つ構成員が地域全体の支援及び技術指導を行う
ことにより、簡易な補修が自主施工により実施できるようになった。
得意分野をもつ人材が地域全体で動けるようになった。
広域化をきっかけに、これまでつながりのあった社会福祉法人の参
画や小学校との連携、新たな近隣大学との連携の模索につなが
り、活動の多角化を目指すことができるようになった。

自主施工による目地補修

活動の幅が広がり、地域全体の活性化につながります

農道のコンクリート舗装

20

詳細は農水省HP「活動組織の広域化推進の手引き」をご参照ください。



水路

57%
農道

20%

農用地

8%

ため池

5% その他

10%

骨折

32%

創傷

18%蜂刺され

15%

物損

14%

打撲

6%

熱中症

5%

靭帯・腱損傷

2%

捻挫

1%

死亡

1%

切断

1%

火傷

1% その他

4%

転倒・転落

38%

蜂刺され

15%

草刈機

等接触

13%

飛び石

10%

車両事故

6%

熱中症

6%

倒木

2%

物損事故

1%

踏み抜き

1%

その他

8%

○ 活動中の事故の多くは、主に水路や農道での草刈作業で転倒・転落、蜂刺され及び草刈機等接触によ
り多く発生しています。

○ 交付金における共同活動においては、令和6年度に203件の事故が報告されています。

21

事故の傾向（令和6年度）１

【事故原因の内訳】

【事故発生時の活動の内訳】【事故の発生場所の内訳】

【事故による怪我等の状況の内訳】

21

草刈

66%
泥上げ

8%

伐木

6%

保守点検

4%

施設補修・更新

4%

景観形成

3%

その他

9%

安全は全てに優先します。
安全な活動の実施に向け、各組織で
改めて確認をお願いします。

詳細は農水省HP「共同活動の安全のしおり」をご参照ください。多面的機能支払交付金の安全な共同活動のためのポイント



詳細は農水省HP「熱中症対策」をご参照ください。活動中の熱中症を予防しましょう  

22



多面的機能支払の先進活動組織やリーダーの紹介、制度
情報など、活動組織等の皆様にとって有益となる情報を配信
しています。

バックナンバーは
QRコードからもご覧
いただけます

【配信申し込み】
配信を希望される方は、農林水産省が発行している

メールマガジンの新規配信登録の入力フォームからご登
録ください。

http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/reg.html

【農村ふるさと保全通信への投稿】
皆様の活動組織の紹介など、メールマガジンの原稿を

随時、受付しています。
以下のアドレスにお送りください。

tamen_ml@maff.go.jp

ご登録を
お願いします！

農林水産省では、次世代を担うこどもたちへ、農業や農村
の大切な役割を広く伝えるため、「農業学習」に活用できる教
材を制作しました。全国の教育現場やご家庭でぜひご活用く
ださい。

株式会社NHKエデュケーショナルホー
ムページよりご覧いただけます。
http://www.nhk-
ed.co.jp/business/kyozai/nougyou

https://www.facebook.com/nouson.maff/

農村振興局Facebookでは農業・農村振興施
策や地域の取組などを写真や動画とともにお
届けしています！

してね！

メールマガジン「農村ふるさと保全通信」等のご紹介

23



３ 事業計画の再認定について
～事業実施期間の終期を迎える活動組織の皆さまへ～

事業計画の再認定に向けた具体的なスケジュールについては、お住まいの市町村にお尋ねください。
事業の継続を断念したいという声がある場合は、必ず一度は、市町村や推進組織（推進協議会）にご相談
ください。
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どんな手続きが必要なの？

○ 手続の流れは以下のとおりです。

計
画
作
り

組
織
内
の
合
意

市
町
村

組
織
へ
通
知

総
会
な
ど

提
出

認
定

早期の事業計画認定のため、できるだけ
終了年度内に事業計画の準備をしましょう。

事業実施期間の終了を迎える組織が活動を継続する場合、
新たに事業計画の認定が必要です

１

○ 継続して活動に取り組む組織は、新規
組織と同様、事業計画を作成して新たに
市町村の認定を受けてください。

○ 事業計画書の様式に必要事項を記載
してください。

○ 新たな活動計画書、規約、参加同意書
等を添付します。

○ 次期活動に向けて組織で合意形成を
図ります。

事業計画の作成は大変なの？

活動を継続する場合、
事業計画を作成する必要はあるの？

多面的機能支払交付金の継続に向けた対応

25
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事業実施期間の終了を迎える組織で、
事業の継続が決まっていない組織の方へ

２

多面的機能支払交付金の継続に向けた対応

事業の継続についての話合いでのポイントは？

事業の継続についてどのように決めるか？

○ まずは、活動組織内で十分に話し合ってください。

○ 分からないことや不安に感じることがあれば、積極的に市町村や推進組織
（推進協議会）に御相談ください。

○ 事業の継続を断念したいという声がある場合は、
必ず一度は、市町村や推進組織（推進協議会）に御相談ください。

○ これまで事業を実施したことで、できるようになったこと、地域で起きた変化（地域の活性化、管理体制
の強化など）を振り返ることも大切です。

○ 多面的機能支払交付金でできること（災害復旧時の迅速な対応、SDGsの目標達成への貢献といった
社会的意義など）を今一度確認してみてください。

○ 事業の継続に向けては事務負担や役員・活動参加者の不足といった課題がありますが、事業の実施
により期待される効果や生まれている良い影響にも目を向けてみてください。

○ 市町村や推進組織（推進協議会）に相談し、同じ課題を抱える活動組織の工夫や課題解決に向けた
取組事例を紹介してもらい、それらを参考にしてみてください。



４ 円滑な組織運営について
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○ 多面的機能支払交付金の実
施に関する事項は総会等で
議決し、その内容は、活動組
織の構成員全員にお知らせし
ましょう。

○ 合意形成 ３つのポイント

①活動内容について毎年度話
し合う

②話し合いの記録を作る

③決まった内容は書面で全員
にお知らせ

○ 複数の集落等の協定による
「広域活動組織」では、運営委
員会の合意形成に加えて、協
定に参加する集落等でも合
意形成を図りましょう。

28多面的機能支払交付金の円滑な組織運営のためのポイント

（１）活動組織での合意形成（総会等）

役員間で話し合い、総会等の議事、日時等を決めます。

・役員は総会等にはかる事項の資料作成を行います。

構成員全員に総会等の開催を事前に書面でお知らせします。

・欠席者からは委任状をもらいます。

・構成員に団体が含まれる場合は、団体内の意思決定を行います。

総会等を開催します（毎年度１回以上）

・毎年度の活動計画
・毎年度の実施状況報告
・収支決算
・その他組織の運営に関する
重要な事項

成立には構成員の

過半数の出席が必要

説明と質疑応答

総会等で決まったことなどを議事録（メモ）にまとめます。
・日時、場所、出席者数、議案、決定事項 など

決定事項は説明資料とともに書面で構成員全員及び構成
団体内に配布又は回覧し、確実にお知らせします。
・欠席者にも必ずお知らせしましょう。

活動に対する理解が得られ、円滑な組織運営が可能に

トラブル発生

最悪の場合

交付金の返還に

なるケースも･･･

もし合意形成が

不十分だったら･･･

議 決
話し合い

不透明な運営

不正や揉めごと
の発生など

構成員の合意形成をしっかり行いましょう1

28



○ 活動に伴う金銭の出納、工
事発注などは、複数の役員
でその内容を確認しましょ
う。

○ 工事発注を行う組織は業者
の選定方法等を内規に定め、
それを守って対応しましょ
う。

○ 毎年度の決算では、監査役
による監査を確実に行いま
しょう。

29

役員が行う事務はお互いに確認し合いましょう2

・帳簿や証拠書類
の未処理、紛失

・交付金の私的な
流用

・業者からの金品
の受領

最悪の場合
交付金の返還、
刑事罰を受ける
ケースも･･･

役員が行う事
務を互いに確
認することに
より、適切な
運営が可能に

会計役

代表他の
役員の
関与なし

監査役
の不在

役員一人で管理・処理

金銭出納簿

金銭出納簿

領収書
日当受領証 現金

通帳 工事発注

印鑑

会計 代表

確認・決裁確認

役員

報
告

複数の役員で管理・処理

印鑑

監査役

監
査

悪い

良い

※ため池等の施設の点検、草刈り等について、地域の自主的な判断により組織で担いきれない作
業を外部に委託して行うことも可能です。委託先や委託料などは複数の役員で確認してください。

金銭出納簿

金銭出納簿

領収書
日当受領証 現金

通帳 工事発注

多面的機能支払交付金の円滑な組織運営のためのポイント

こんなことを
招くかも・・・

会計の負担を減ら

すため、毎月他の

役員で必ず原本を

確認するよ

会計は毎年

担当を入れ

替えているよ

通帳からの引出し

には、私が管理す

る印鑑が必要よ

通帳とは
別人管理！！

確認は必ず
原本で！！

監査は総会前に

時間をかけて

確認するよ
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○ 日当の取扱いについては、
活動組織等の構成員間で十
分な合意形成を図りまま
しょう。

○ 草刈りや泥上げ、補修作業
などの労力提供の対価とし
て日当を支払う場合は、活
動に参加した本人に支払い、
受領を確認しましょう。

30

日当は活動参加者本人に支払い受領を確認しましょう３
日当の取扱いについて、活動組織等の構成員間で合意形成

（ポイント １ の場の活用）

日当の受領を
確認します

対象活動の日当

合意形成や本人へ
の支払いが不十分
だったら･･･

最悪の場合
交付金の返還に
なるケースも･･･

トラブル発生

・不透明な日当の扱い

・日当の目的外使用
・揉めごとの発生など

活動に対する理解が得られ、円滑な組織運営が可能に

日当は参加者本人
に支払います

参加者ごとの活動日、活動内容、時間等と
支払額を一覧表にし、参加者本人から受領
印又はサイン※1と受領日を記入してもらい、
管理しましょう。※2

一覧表の例

代表者が一括して受け取る場合も、一覧表
に参加者本人から受領印・サイン※1を記入
してもらい、これを（広域）活動組織に提
出しましょう。※2

（広域）活動組織

構成団体や集落の
代表者

日当支払

日当の受領確認 代表者が一括して受け取る場合

一覧表に受領
印・サイン

一覧表の提出
日当をまとめて
支払い

多面的機能支払交付金の円滑な組織運営のためのポイント

※2 事務負担軽減、不正の発生予防として、
現金手渡しより金融機関振込を基本とする
ことを推奨しており、その場合、振込受領
書によって代えることができます。

※1 受領印でも可能ですが、確かな本人確
認としては、サインが有効です。
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○ 組織の情報や活動内容を広
報誌やＳＮＳなどを活用して
組織構成員や地域住民等へ
情報発信を行いましょう。

○ 組織の情報発信は、構成員
の積極的な取組への参加や
組織内の合意形成に繋がり
ます。また、非農業者団体等
の新たな参画や都市農村交
流活動等へ取組の幅を広げ
るきっかけにもなります。

○ 情報を発信する相手や目的
に合わせた効果的な発信方
法を考えましょう。

31

活動を地域内外の人へ情報発信しましょう４

※資源向上支払交付金の「多面的機能の増進を図る活動」に取り組む場合は「広報活動・農村関係人口の拡大」の実施が必須です。

構成員や地域住民向け

ホームページ、
ＳＮＳ、
広報誌など

活動内容の発表会、
イベント開催時の
パネル展示など

○活動組織の構成員自身の理解向上
○地域住民等の活動に対する関心・理解醸成

活動に参加してくれ
る人が増えたなぁ

広報誌・SNS等での情報発信

組織構成員 地域住民等

【効果的な情報発信】
地域外の幅広い範囲の人向け

【広報活動の成果】

広報誌・地域情報紙
・SNSなど
※自ら情報発信

市町村・都道府県や国のHP・
メルマガへの投稿など
※あいのりして情報発信

広報活動を行った組織の
約30％の組織で構成員や
活動の参加者が増加！
約57％の組織で達成感を
感じるようになった！

多面的機能支払交付金の円滑な組織運営のためのポイント
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御清聴ありがとうございました


